
個人加配

休日単価
長時間加算単価

就労支援型施設加算

１８：３０～１９：３０まで
１９：００を超えて平均対象児童が３人以上いれば対象

１８：００～１８：３０まで
１８：１５以降、平均対象児童が１人以上いれば対象

１８：００～１９：００まで
１８：３０を超えて平均対象児童が３人以上いれば対象

１８：００～２０：００まで
１９：３０を超えて平均対象児童が３人以上いれば対象

１０：００～１１：００まで
１０：２９の時点で平均対象児童が３人以上いれば対象

８：００～１１：００まで
９：２９の時点で平均対象児童が３人以上いれば対象

１時間延長
２時間延長
３時間延長

休日保育事業

令和７年度　和泉市民間保育所等運営費補助金単価表

事業名 補助額算定基準額

月額単価　3歳未満児7，200円、3歳児6，100円、4歳以上児5，100円
（※１号認定児童及び受託児童は対象外）

おむつ処分費用加算 月額単価　３歳未満児２００円（※１号認定児童及び受託児童は対象外）
保育所部分に在籍する児童に対して配置した保育士（保育教諭）
１人につき　　月額２４２，８００円
幼稚園部分に在籍する児童に対して配置した保育士（保育教諭）
１人につき　　月額１４５，７００円

特別支援児新規受入加算 年額３００,０００円（当該年度で２・３号の新規児童を受け入れた場合）
１人につき年額１２０，０００円（2人以上は人数に応じて加算）
年額　３６０，０００円（５人から８人までの受入れの場合）
年額　６００，０００円（９人から１２人までの受入れの場合）
年額　８４０，０００円（１３人から１６人までの受入れの場合）
年額　１,０８０，０００円（１７人から２０人までの受入れの場合）
年額　１,３２０，０００円（２１人以上）

地域活動事業（市単独） １科目の年額　５８，０００円（該当科目・・・世代間交流事業、異年齢児交流等事業、育児
講座 ・育児と仕事両立支援事業）

年額　 １，４７３，０００円（５０人未満）
年額　１，９７３，０００円（５０人以上１００人未満）
年額　２，４４４，０００円（１００人以上２００人未満）
年額　２，９４５，０００円（２００人以上３００人未満）
年額　３，２４０，０００円（３００人以上９００人未満）
年額　３，４７０，０００円（９００人以上１５００人未満）
日額　４４０円
※年間延べ利用児童数２，０００人超
日額　１，６００，０００円を年間延べ利用児童数で除した額から４００円を減じた額（１０
円未満切り捨て）
※年間延べ利用児童数２，０００人以下
８時間未満日額４４０円、８時間以上日額８８０円
※年間延べ利用児童数２，０００人超
８時間未満日額４００円、８時間以上日額８００円
※年間延べ利用児童数２，０００人以下
日額　８００円
日額　１５０円（長期休業日の４時間超の延長は日額１００円）
年額　２，８９２，４００円（配置職員全員が保育士又は幼稚園教諭）
年額　１，４４６，２００円（配置職員の2分の1以上が保育士又は幼稚園教諭）
年額　１，３８３，２００円（配置月数が６月に満たない場合は年額６９１，６００円）
年額　６００，０００円
１８：３０～１９：００まで
１８：４５以降、平均対象児童が１人以上いれば対象
年額　１，７６０，０００円

※ただし、平均対象児童が２人以下の場合は３０分延長の補助金額となる。
年額　６００，０００円

年額　１，７６０，０００円

※ただし、平均対象児童が２人以下の場合は３０分延長の補助金額となる。
年額　２，７６１，０００円

※ただし、平均対象児童が２人以下の場合は３０分又は１時間延長の補助金額となる。
年額　６００，０００円
１０：３０～１１：００まで
１０：４５の時点で平均対象児童が１人以上いれば対象
年額　１，７６０，０００円

※ただし、平均対象児童が２人以下の場合は３０分延長の補助金額となる。
年額　２，７６１，０００円

※ただし、平均対象児童が２人以下の場合は３０分又は１時間延長の補助金額となる。
１２時間開所を超える場合（市単独） １施設あたり年額　６００，０００円加算

１人当たり年額　２１，２００円　※平均対象児童数が１人以上いれば対象
１人当たり年額　４２，４００円　※平均対象児童数が１人以上いれば対象
１人当たり年額　６３，６００円　※平均対象児童数が１人以上いれば対象
※単価×在籍する短時間認定児童数（年間平均児童数）
※複数の延長時間区分に該当する場合は、実施要件を満たす最も長い延長時間区
分を適用。

２～３時間延長

延長分
（短時間）

年額　３，０００，０００円（ただし、既存の施設に夜間保育所を併設して実施する場合
の夜間保育所については年額６２５，０００円以内）

休日保育事業　市加算分（市単独） 年額　９６０，０００円

家庭支援推進保育事業

年額　３，８５９，０００円×担当保育士数（上限2名）
※特に配慮が必要な家庭における児童を40%以上受け入れている保育所等であっ
て、外国人子育て家庭の児童が20%以上である保育所等が実施する場合、 ７,７１８,
０００ 円
年額　２，３３８，０００円（施設の利用定員120人以下）
年額　３，１１７，０００円（施設の利用定員120人以下）新子育て安心プラン実施計画採択時

年額　４，６７６，０００円（施設の利用定員121人以上）
保育補助者雇上強化事業

年額　６，２３４，０００円（施設の利用定員121人以上）新子育て安心プラン実施計画採択時

年額　１,６００，０００円（保育所の場合）
年額　３００，０００円（認定こども園の場合）
月額　１００，０００円（保育支援者の配置）
月額　  ４５，０００円（園外活動時の見守り等に取り組む保育支援者の配置）
月額　  ４５，０００円（安全管理に知見を有する者として市が認めた者に謝金を支払う
場合又は委託する場合）
月額　　４５，０００円（スポット支援員の配置）

留意事項
・延長、一時預かり等の減免加算（階層区分１～３）分は、交付申請時に金額を記載。
・市単独補助金以外に関しては、今年度の国・府補助金実施要綱の一部改正等により、金額等が変更になる可能性があります。

運営費加算児童割分
（市単独）

基本分単価

基本分単価

在籍特別支援児
数加算 複合加配

一般型

基本分単価

長期休業日単価

保育体制充実加算

３０分延長

１時間延長

３０分延長

１時間延長

２時間延長

３０分延長

１時間延長

子育て支援保育士事業

保育体制強化事業

特別支援児保育事業
（市単独）

一時預かり事業

幼稚園型

延長保育事業

延
長
分

（
標
準
時
間

）

延長時間が
１８：３０～
１９：３０の間
の園の場合

延長時間が
１８：００～
２０：００の間
の園の場合

延長時間が
８：００～
１１：００の間
の園の場合

乳児健康管理事業（市単独）


